
土地利用を実現するために 

1．土地利用を実現するための前提 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．土地利用意向に沿ったまちづくり 

（１）土地区画整理事業による土地の再配置（換地） 

換地は、照応の原則により、事業前後の当該土地における周辺環境を勘案して定めることを

基本としていますが、地権者の皆さまの意向毎に土地をまとめることも可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）土地利用の方向性の検討 

 土地は誰と活用するのか      自分で？ みんなと？ 

 どのように土地利用をするのか   住宅？ 賃貸？ 売却？  

３．土地利用（共同活用）を実現するために 

（１）土地の再配置の考え方 

１） 将来個別利用も可能な換地 

 配置の考え方 

通常の基準に基づき、個別利用ができる形状で配置 

⇒企業と賃貸契約が終了した後に、賃貸契約を継続す

ることや個人で土地利用することも可能となりま

す。 
 

 

 

２） 短冊換地 

 配置の考え方 

共同活用意向の地権者の土地を細⾧い形状 （短冊状）

で配置 

⇒賃貸契約の継続や新たな事業者と賃貸契約などで、

⾧期的に事業者へ賃貸等を行うことを前提とした

配置となります。 
 

 

 （２）共同活用をする場合の流れ 

共同活用を視野に入れた土地利用を検討する場合、事業認可や仮換地指定を見据えながら、

下図のような手順で取り組みを進めていくことが必要となります。 

【事業前】 【事業後】 
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共同賃貸、売却したい地権者
が所有する宅地規模を確認す
るとともに、建物用途につい
て検討する必要があります。
します。 

地権者同士のマッチング 

事業者のヒアリング・選定と 
進出企業の条件確認 

駅前という立地状況や、個人
の土地活用、周辺の土地活用
とのバランスを踏まえ事業者
を選定する必要があります。 

進出企業によって契約のタ
イミングは異なりますが、
一般的に、覚書を結んだ後
に契約を締結します。 

進出企業と
の調整 

自分の意思をもつ 

⇒ 自分のまち・土地はこうしたい 

役割を意識する 

⇒ 地権者として、まちの実現のために協力すべき

ことは何か 

判断する 

⇒ 実現した場合のメリットやデメリットを客観的

にとらえる 

解決する力を身に着ける 

⇒ 問題が発生した場合への対応 

まちづくりという 
総合的な視点からの
考え方 

土地利用と土地区画
整理事業を結びつけ
るための知識 
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